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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する箱状の筐体と、
　前記開口部から露出する露出面にプラグの一対の栓刃が挿入される栓刃挿入孔が形成さ
れたユニットボディを有し、該挿入された一対の栓刃挿入孔を貫通させるユニット本体と
、
　前記筐体内に収容され、前記栓刃挿入孔を貫通した前記一対の栓刃が差し込まれる刃受
部と、
　を備えたテーブルタップにおいて、
　前記露出面に対向する前記ユニットボディの裏面には、凹部が形成されており、
　前記ユニット本体には、前記開口部の周縁部と前記ユニット本体との間に介装される外
側パッキン部が一体成形され、
　前記外側パッキン部は、前記一対の栓刃挿入孔を囲繞するとともに当該栓刃挿入孔に挿
入された栓刃を有するプラグのユニット本体との対向面に密着する周壁部と、前記一対の
栓刃挿入孔間の前記露出面を完全に分断して一対の前記栓刃間の電気的な接続を遮断する
ように前記周壁部の相互に対向する部分間で架設される架設部と、を有し、
　前記ユニットボディの裏側には、前記架設部と連続する一部材として一体成形される裏
側パッキンと、前記裏側パッキンの裏面側に摺動可能に設けられるとともに一対の前記栓
刃挿入孔を閉塞可能な扉部とが設けられており、
　前記裏側パッキンは、前記凹部に嵌合する凸部を有することを特徴とするテーブルタッ
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プ。
【請求項２】
　前記架設部に、栓刃挿入孔に挿入された栓刃を有するプラグのユニット本体との対向面
に密着する突壁部を設けたことを特徴とする請求項１に記載のテーブルタップ。
【請求項３】
　前記架設部によって、前記一対の栓刃挿入孔間の露出面を被覆したことを特徴とする請
求項１または２に記載のテーブルタップ。
【請求項４】
　前記筐体は、カバーおよびボディの開放側端縁同士を突き合わせた姿勢で一体化されて
おり、それら開放側端縁間にシール部材を狭装したことを特徴とする請求項１～３のうち
いずれか一つに記載のテーブルタップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テーブルタップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンセントから離れた位置に配置された電気機器等の電源コードをコンセントに
接続するためのテーブルタップが提供されている（例えば特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１のテーブルタップは、カバーおよびボディからなる筐体を備え、その内部に
は、栓刃挿入孔から挿入されたプラグの栓刃が差し込まれる刃受部を有する端子板、なら
びに当該端子板を支持する中ボディが収容されている。
【特許文献１】特開２００４－２２１０３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、この種のテーブルタップに対して、より高い防水性が望まれる場合がある。特に
、プラグと筐体表面（栓刃差込孔の周囲）との隙間におけるシールに関しては、トラッキ
ング現象（プラグと筐体表面との隙間に溜まった埃や塵等が湿気を帯びて一対の栓刃間で
短絡する現象）を防止する観点からも重要である。
【０００５】
　そこで、本発明は、よりシール性を高めることが可能なテーブルタップを得ることを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明にあっては、開口部を有する箱状の筐体と、前記開口部から露出する露
出面にプラグの一対の栓刃が挿入される栓刃挿入孔が形成されたユニットボディを有し、
該挿入された一対の栓刃挿入孔を貫通させるユニット本体と、前記筐体内に収容され、前
記栓刃挿入孔を貫通した前記一対の栓刃が差し込まれる刃受部と、を備えたテーブルタッ
プにおいて、前記露出面に対向する前記ユニットボディの裏面には、凹部が形成されてお
り、前記ユニット本体には、前記開口部の周縁部と前記ユニット本体との間に介装される
外側パッキン部が一体成形され、前記外側パッキン部は、前記一対の栓刃挿入孔を囲繞す
るとともに当該栓刃挿入孔に挿入された栓刃を有するプラグのユニット本体との対向面に
密着する周壁部と、前記一対の栓刃挿入孔間の前記露出面を完全に分断して一対の前記栓
刃間の電気的な接続を遮断するように前記周壁部の相互に対向する部分間で架設される架
設部と、を有し、前記ユニットボディの裏側には、前記外側パッキン部と連続する一部材
として一体成形される裏側パッキンと、前記裏側パッキンの裏面側に設けられて一対の前
記栓刃挿入孔を閉塞可能な扉部とが設けられており、前記裏側パッキンは、前記凹部に嵌
合する凸部を有することを特徴とする。
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【０００７】
　請求項２の発明にあっては、前記架設部に、栓刃挿入孔に挿入された栓刃を有するプラ
グのユニット本体との対向面に密着する突壁部を設けたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項３の発明にあっては、前記架設部によって、前記一対の栓刃挿入孔間の露出面を
被覆したことを特徴とする。
【００１１】
　請求項４の発明にあっては、前記筐体は、カバーおよびボディの開放側端縁同士を突き
合わせた姿勢で一体化されており、それら開放側端縁間にシール部材を狭装したことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、上記周壁部により、プラグとテーブルタップの表面（ユニッ
トボディの露出面の栓刃挿入孔の周縁部）との間の隙間におけるシール性を向上すること
ができる。また、栓刃挿入孔間の露出面を分断する架設部を設けたことで、トラッキング
現象において露出面を介した短絡が生じるのを抑制することができる。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、架設部に設けた突壁部によって、プラグとテーブルタップの
表面（ユニットボディの露出面の栓刃挿入孔の周縁部）との間の隙間におけるシール性を
さらに向上することができる。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、トラッキング現象において露出面を介した短絡が生じるのを
より一層確実に抑制することができる。
【００１７】
　請求項４の発明によれば、カバーとボディとの境界部におけるシール性を向上すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１９】
　（第１実施形態）図１は、本実施形態にかかるテーブルタップの斜視図、図２は、図１
のII－II断面図である。
【００２０】
　テーブルタップ１の筐体２は、上面が開口した長尺箱状のボディ１０と、ボディ１０の
上側開口を多うカバー１１とで構成されており、これらボディ１０およびカバー１１は、
いずれも、例えば熱可塑性樹脂（塩化ビニル等）の樹脂成形品として構成することができ
る。
【００２１】
　図２に示すように、ボディ１０の上壁部には、略矩形状の開口部１１ａが複数形成され
ており、図１に示すように、これら開口部１１ａから一対の栓刃挿入孔３ａ，３ｂが形成
されたユニットボディ１２を含むユニット本体３（ユニットボディ１２の表面１２ａ）が
露出している。
【００２２】
　ユニットボディ１２には、開口部１１ａの周縁部とユニットボディ１２との間に介装さ
れる外側パッキン１３が一体成形されており、この外側パッキン１３によって開口部１１
ａの周縁部とユニットボディ１２との隙間におけるシール性が確保されている。
【００２３】
　外側パッキン１３は、栓刃挿入孔３ａ，３ｂの双方を略矩形状に囲繞するとともに、山
状に突出する環状の周壁部１３ｂと、一対の栓刃挿入孔３ａ，３ｂ間のユニットボディ１
２の表面（露出面）１２ａを分断するように当該周壁部１３ｂの相互に対向する部分間で
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架設される架設部１３ｃと、を備えている。なお、１３ａは裏側パッキンであり、外側パ
ッキン１３（周壁部１３ｂおよび架設部１３ｃ）と連続する一部材として一体成形されて
いる。
【００２４】
　周壁部１３ｂは、カバー１１の外表面およびユニットボディ１２の表面１２ａから山状
に突出して、栓刃挿入孔３ａ，３ｂに挿入された栓刃（図示せず）を有するプラグ（図示
せず）のユニット本体３との対向面（図示せず）に密着するようになっており、当該対向
面とユニットボディ１２の露出面１２ａ（およびカバー１１の表面）との隙間において、
水や埃、塵等が栓刃挿入孔３ａ，３ｂ側に進入するのを抑制するシール部材として機能し
ている。また、この周壁部１３ｂは、カバー１１の開口部１１ａの内面とユニット本体３
の外面（ユニットボディ１２の上端部外面）との間のシール部材としても機能している。
【００２５】
　この外側パッキン１３（裏側パッキン１３ａ）は、耐トラッキング性の高いエラストマ
ーによって形成するのが好適である。トラッキング現象では、一対の栓刃間で、当初はプ
ラグとテーブルタップ１の表面との隙間に溜まった埃や塵等が湿気を帯びて短絡するが、
埃や塵等を通じた短絡によってテーブルタップ１やプラグの表面が加熱されて炭化すると
、やがては当該炭化した部分を短絡するようになる。よって、外側パッキン１３の材質を
、少なくとも栓刃挿入孔３ａ，３ｂが形成される部材（本実施形態ではユニットボディ１
２）より耐トラッキング性の高い、すなわち、加熱されても炭化しにくいエラストマーと
することで、周壁部１３ｂについては弾性力によるシール面圧向上（シール性能向上）と
いう効果が得られる上、架設部１３ｃについてはトラッキングにおけるテーブルタップ１
の表面を介しての短絡抑制という効果を得ることができる。
【００２６】
　また、エラストマーは、一般的に加熱成形される。したがって、エラストマーからなる
外側パッキン１３と接触するユニットボディ１２を熱可塑性樹脂（例えばポリカーボネイ
ト等）として、外側パッキン１３を加熱しながら一体成形するときのなじみ性を向上させ
、開口部１１ａの周縁部とユニットボディ１２との隙間におけるシール性の向上を図るの
が好適である。
【００２７】
　ところで、図２に示すように、ユニット本体３は、ユニットボディ１２の他、扉部４、
ばね部材５、および中枠６を備えている。ユニットボディ１２の下側開口部は、栓刃を貫
通させる貫通孔が形成された中枠６によって閉塞されており、この中枠６に支持されたば
ね部材５により、扉部４が裏側から表側に向けて付勢されている。ここで、裏側パッキン
１３ａ（外側パッキン１３）には滑材を添加しておき、扉部４との摺動性を向上させるの
が好適である。
【００２８】
　また、筐体２のボディ１０の凹部内には、中ボディ９が収容されており、この中ボディ
９に、一対の端子板２０ａ，２０ｂが固定支持されている。プラグの一対の栓刃は、ユニ
ット本体３を貫通し、一対の端子板２０ａ，２０ｂに形成された刃受部２１ａ，２１ｂに
差し込まれる。端子板２０ａ，２０ｂは、それぞれ電源コード７内部の導電線に結線され
ている。そして、電源コード７がテーブルタップ１内に挿入される部分にはパッキン８が
設けられている。
【００２９】
　以上の本実施形態によれば、外側パッキン１３の周壁部１３ｂにより、プラグとテーブ
ルタップ１の表面（ユニットボディ１２の露出面１２ａ）との隙間におけるシール性を確
保することができる。また、栓刃挿入孔間の露出面１２ａを分断する架設部１３ｃを設け
たことで、トラッキング現象において露出面１２ａを介した短絡が生じるのを抑制するこ
とができる。
【００３０】
　なお、外側パッキン１３には、畜光性を有する添加材を添加して暗い場所での視覚的な
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識別性を高めたり、感熱性（熱に応じて色等が変化する）を有する添加剤を添加して何ら
かの原因で不本意な発熱等が生じた場合にそれを提示したりするのが好適である。
【００３１】
　また、本実施形態では、周壁部１３ｂを二重に形成したが、これは一重でもよいし、三
重以上に多重化してもよい。
【００３２】
　（第２実施形態）図３は、本実施形態にかかるテーブルタップを部分的に拡大して示す
斜視図、図４は、図３のIV－IV断面図である。なお、本実施形態にかかるテーブルタップ
１Ａは、上記第１実施形態にかかるテーブルタップ１と同様の構成要素を備えている。よ
って、それら同様の構成要素については共通の符号を付与し、重複する説明を省略する。
【００３３】
　本実施形態では、上記第１実施形態の外側パッキン１３に替えて、周壁部２３ｄおよび
架設部２３ｃの双方に突壁２３ｂを形成した外側パッキン２３を設けてある。突壁２３ｂ
は、一方の栓刃挿入孔３ａを囲繞するもの、他方の栓刃挿入孔３ｂを囲繞するもの、それ
らの外周で双方の栓刃挿入孔３ａ，３ｂを囲繞するもの、の合計三個設けられている。か
かる構成では、これら三つの突壁２３ｂの各々が、プラグとテーブルタップ１Ａの表面（
ユニット本体３Ａの露出面１２ａ）との隙間において水や埃、塵等が栓刃挿入孔３ａ，３
ｂ側に進入するのを抑制するシール部材として機能するため、シール性がより一層向上す
ることになる。
【００３４】
　なお、周壁部２３ｄにおいて、栓刃挿入孔３ａ，３ｂの双方を囲繞する環状の突壁を一
重とし、その突壁の相互に対向する部分間を架設する突壁を架設部２３ｃ上に一重（ある
いは二重）設けた場合も、栓刃挿入孔３ａ，３ｂ毎に囲繞する突壁が設けられることにな
る分、シール性を向上することができる。
【００３５】
　（第３実施形態）図５は、本実施形態にかかるテーブルタップを部分的に拡大して示す
斜視図、図６は、図５のVI－VI断面図である。なお、本実施形態にかかるテーブルタップ
１Ｂは、上記実施形態にかかるテーブルタップ１，１Ａと同様の構成要素を備えている。
よって、それら同様の構成要素については共通の符号を付与し、重複する説明を省略する
。
【００３６】
　本実施形態では、上記外側パッキン１３，２３に替えて、各栓刃挿入孔３ａ，３ｂを囲
繞する環状の周壁部３３ｂを有する外側パッキン３３を設けてある。かかる構成では、環
状の周壁部３３ｂのうち一対の栓刃挿入孔３ａ，３ｂ間に存在する部分は、架設部３３ｃ
として機能することになる。なお、３３ｄは、裏側パッキン３３ａと連通するゲート孔で
ある。
【００３７】
　以上の本実施形態によれば、周壁部３３ｂの各々が、プラグとテーブルタップ１Ｂの表
面（ユニット本体３Ｂの露出面１２ａ）との隙間において水や埃、塵等が栓刃挿入孔３ａ
，３ｂ側に進入するのを抑制するシール部材として機能するため、シール性がより一層向
上することになる。
【００３８】
　なお、本実施形態では、周壁部３３ｂを二重に形成したが、これは一重でもよいし、三
重以上に多重化してもよい。
【００３９】
　（第４実施形態）図７は、本実施形態にかかるテーブルタップを部分的に拡大して示す
斜視図、図８は、図７のVIII－VIII断面図である。なお、本実施形態にかかるテーブルタ
ップ１Ｃは、上記実施形態にかかるテーブルタップ１，１Ａ，１Ｂと同様の構成要素を備
えている。よって、それら同様の構成要素については共通の符号を付与し、重複する説明
を省略する。
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【００４０】
　本実施形態では、上記外側パッキン１３，２３，３３に替えて、各栓刃挿入孔３ａ，３
ｂを囲繞する環状の周壁部４３ｂを有する外側パッキン４３を設けてあり、さらに、一対
の栓刃挿入孔３ａ，３ｂ間におけるユニットボディ１２Ｃの露出面１２ａを、架設部４３
ｃによって被覆してある。
【００４１】
　以上の本実施形態によれば、周壁部４３ｂの各々が、プラグとテーブルタップ１Ｃの表
面（ユニット本体３Ｃの露出面１２ａ）との隙間において水や埃、塵等が栓刃挿入孔３ａ
，３ｂ側に進入するのを抑制するシール部材として機能するため、シール性がより一層向
上することになる。
【００４２】
　さらに、本実施形態によれば、トラッキング現象において露出面１２ａを介した短絡が
生じるのをより一層確実に抑制することができる。
【００４３】
　（第５実施形態）図９は、本実施形態にかかるテーブルタップの斜視図、図１０は、図
９のX－X断面図である。なお、本実施形態にかかるテーブルタップ１Ｄは、上記第１実施
形態にかかるテーブルタップ１と同様の構成要素を備えている。よって、それら同様の構
成要素については共通の符号を付与し、重複する説明を省略する。
【００４４】
　本実施形態では、上記第１実施形態の外側パッキン１３に替えて、カバー１１の開口部
１１ａの周縁部とユニット本体３Ｄとの間に介装される外側パッキン（周壁部１４ｂおよ
び架設部１４ｃ）と、筐体（ボディ１０およびカバー１１）の外表面（のうち開口部１１
ａおよびパッキン８の接続開口部を除くほぼ全領域）を被覆する被覆層１４ｄとを一体化
したパッキン１４を設けてある。周壁部１４ｂ、架設部１４ｃならびに裏側パッキン１４
ａは、上記第１実施形態のものと全く同様である。
【００４５】
　以上の本実施形態によれば、被覆層１４ｄを設けたことで、テーブルタップ１Ｄの表面
の全体に亘って、シール性を高めることができる。
【００４６】
　（第６実施形態）図１１は、本実施形態にかかるテーブルタップの斜視図、図１０は、
テーブルタップの構成要素の一部の分解斜視図である。なお、本実施形態にかかるテーブ
ルタップ１Ｅは、上記第１実施形態にかかるテーブルタップ１と同様の構成要素を備えて
いる。よって、それら同様の構成要素については共通の符号を付与し、重複する説明を省
略する。
【００４７】
　本実施形態では、筐体２Ｅをなすカバー１１Ｅおよびボディ１０Ｅの開放側端縁１１ｂ
，１０ｂ間に、二分割された当該開放側端縁１１ｂ，１０ｂに沿って延伸しかつカバー１
１Ｅおよびボディ１０Ｅの外面に沿って所定幅を有するシール部材１５を狭装してある。
このシール部材１５は、比較的硬質の素材（例えばＡＢＳ樹脂）によって形成するととも
に、その外面には適宜に凹凸を形成し、持ち易さを向上させるのが好適である。
【００４８】
　本実施形態によれば、シール部材１５により、カバー１１Ｅとボディ１０Ｅとの境界部
におけるシール性を向上することができる。なお、本実施形態にかかる構成は、上記各実
施形態と組み合わせて実施可能である。
【００４９】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記各実施形態には限定
されず、種々の変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第１実施形態にかかるテーブルタップの斜視図。
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【図２】図１のII－II断面図。
【図３】本発明の第２実施形態にかかるテーブルタップを部分的に拡大して示す斜視図。
【図４】図３のIV－IV断面図。
【図５】本発明の第３実施形態にかかるテーブルタップを部分的に拡大して示す斜視図。
【図６】図５のVI－VI断面図。
【図７】本発明の第４実施形態にかかるテーブルタップを部分的に拡大して示す斜視図。
。
【図８】図７のVIII－VIII断面図。
【図９】本発明の第５実施形態にかかるテーブルタップの斜視図。
【図１０】図９のX－X断面図。
【図１１】本発明の第６実施形態にかかるテーブルタップの斜視図。
【図１２】本発明の第６実施形態にかかるテーブルタップの構成要素の一部の分解斜視図
。
【符号の説明】
【００５１】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ　テーブルタップ
　２，２Ｅ　筐体
　３，３Ａ，３Ｂ，３Ｃ，３Ｄ　ユニット本体
　３ａ，３ｂ　栓刃挿入孔
　１０ｂ，１１ｂ　開放側端縁
　１０，１０Ｅ　ボディ
　１１，１１Ｅ　カバー
　１１ａ　開口部
　１２，１２Ｃ　ユニットボディ
　１２ａ　露出面
　１３，２３，３３，４３　外側パッキン（外側パッキン部）
　１３ｂ，１４ｂ，２３ｄ，３３ｂ，４３ｂ　周壁部
　１３ｃ，１４ｃ，２３ｃ，３３ｃ，４３ｃ　架設部
　１４ｄ　被覆層
　１５　シール部材
　２１ａ，２１ｂ　刃受部
　２３ｂ　突壁（突壁部）
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